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第 4 章 実施体制 
4-1 資機材の配布・管理体制 

4-1-1 実施機関の組織、人員、予算等 
 2KR 実施機関は、農業畜産漁業省である。「マ」国内における本 2KR プログラムの実施・

運営担当部局は、農業畜産漁業省総務財務局（DAF）である。図 4-1-1 に農業畜産漁業省

の組織図を示す。 

 

図 4-1-1 農業畜産漁業省 組織図 
 

2002 年のトゥーレ大統領就任以降、政府組織全体で機構改革を実施した。農業畜産漁

業省においても地方分権化を進めており中央組織の簡素化と地方への権限委譲が行われ

ている。しかし、地方へ移管された業務の内容と実施体制が十分に浸透あるいは徹底され

ていない面もあり、地方組織の財源確保が十分でないことなどから、ほとんど機能してい

ない地方組織も見られる。農業畜産漁業省の 2002/2003 年度予算の内訳を表 4-1-1 に示す。  
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表 4-1-1 2002/2003 年度農業畜産漁業省予算  
（単位：1000FCFA） 

   項目  可決業務  新規措置  計  
農業畜産水産省     
業務運営支出     

11 人件費  4,358,175 -890,018 3,468,157 
12 業務運営機材  680,684 -115,564 565,120 
13 移動費・出張費  91,618 0 91,618 
14 通信・光熱費  556,485 1,709 558,194 
15 諸管理費  7,925 -7,925 0 
16 交通費  519,567 -97,237 422,330 
18 建屋維持管理  133,191 0 133,191 
19 その他支出  50,000 0 50,000 

 業務運営支出合計  6,397,645 -1,109,035 5,288,610 
運営関連移転     

21 運営負担金  236,534 0 236,534 
26 移転諸経費  182,953 0 182,953 

 運営関連移転合計  419,487 0 419,487 
政府投資・借入元本返済     

31 投資支出  56,543,791 7,185,790 63,729,581 
32 工事・建設  4,375,718 521,282 4,897,000 
33 情報機材購入  13,769 415,000 428,769 
34 技術機材購入  0 81,900 81,900 
35 運送機材  45,000 287,250 332,250 
37 調査研究  55,500 407,000 462,500 
38  HIPC 投資  3,142,000 1,502,000 4,644,000 

 政府投資・借入元本返済合計  64,175,778 10,400,222 74,576,000 
投資移転     

61 投資支出  2,674,000 -320,000 2,354,000 
 投資移転合計  2,674,000 -320,000 2,354,000 
  農業畜産水産省総計  73,666,910 8,971,187 82,638,097 

 
2KR で調達する農業資機材の監理は資機材のカテゴリーに応じて農業省内の各部局が

分掌している。配布・販売・流通にかかる業務及び、担当部局を表 4-1-2 に示す。 

 
表 4-1-2 2KR 担当部局 

カテゴリー  担当部局 
総合窓口 総務財務局  

販売入札関連 大臣官房 
肥料監理 総務財務局  
農薬監理 農村社会支援局  

動植物防疫係 
農業機械監理 農村社会支援局  

農業機械課  
見返り資金積み立て管理 総務財務局  

 
2KR の総合窓口である総務財務局は、本来省内の予算・財務関係業務を行う部局であり、

2KR による調達資機材の利用や技術関連業務に関しては、表 4-1-2 で示した各担当部局が



 35 

対応している。 

2KR 資機材の要請にあたっては、各担当部の要請内容を本省において検討し、同検討結

果を踏まえ、DAF が 2KR 要請書を作成する。同局次長が実質的な担当責任者である。 

また、DAF は 2KR 資機材配布、見返り資金回収・積立・利用にかかる運用・監督業務

を実施している。見返り資金プロジェクトの要請とりまとめ、利用計画の作成、日本大使

館との協議、見返り資金利用申請、資金拠出管理を実施している。  

DAF は 2KR 窓口及び管理業務の他に 2KR 肥料配布業務を担当しているが、指定倉庫か

らの出庫以降の流通については関与していない。 

「マ」国では農薬が 1988 年より 2001 年まで毎年継続して 2KR で調達された。最近５

カ年間に調達された農薬の種類と量を表 4-1-3 に示す。  

 

表 4-1-3 2KR 農薬調達実績（1997 年度～2001 年度）  
年度  農薬名  剤型  種類  数量  単位  
97 Bensulfuron Methyl 60% DF 除草剤  50 kg 

 Chlorpyrifos (Ethyl) 480g/l EC 殺虫剤  2,600 ㍑  
 Fenitrothion (MEP) 600g/l ULV 殺虫剤  8,841 ㍑  

98 Bensulfuron Methyl 60% DF 除草剤  75 kg 
 Chlorpyrifos (Ethyl) 480g/l EC 殺虫剤  1,829 ㍑  
 Cyanophos (CYAP) 500g/l ULV 殺虫剤  8,562 ㍑  
 Fenthion (MPP) 600g/l ULV 殺虫剤  9,000 ㍑  

99 Bensulfuron Methyl 60% DF 除草剤  130 kg 
 Chlorpyrifos (Ethyl) 5% D 殺虫剤  37,682 kg 
 Chlorpyrifos (Ethyl) 480g/l EC 殺虫剤  3,734 ㍑  
 Cyanophos (CYAP) 500g/l ULV 殺虫剤  9,207 ㍑  
 Fenthion (MPP) 600g/l ULV 殺虫剤  9,129 ㍑  
 Fipronil 8g/l EC 殺虫剤  1,606 ㍑  

00 Triclopyr + Propanil 72g/l+360g/l EC 除草剤  3,500 ㍑  
 Isoprothiolane 40% EC 殺菌剤  6,400 ㍑  
 Bensulfuron Methyl 60% DF 除草剤  400 kg 
 Fenitrothion (MEP) 5% DP 殺虫剤  21,000 kg 
 Cyanophos (CYAP) 50% UL 殺虫剤  9,200 ㍑  

01 Pendimethalin 50% EC 除草剤  10,000 ㍑  
 Carbosulfan 2% DP 殺虫剤  10,000 kg 
 Chlorpyrifos (Ethyl) 48% EC 殺虫剤  5,000 ㍑  

Chlorpyrifos (Ethyl) 5% DP 殺虫剤  10,000 kg  
Cyanophos (CYAP) 50% UL 殺虫剤  2,500 ㍑  

 Fenitrothion (MEP) 5% DP 殺虫剤  10030 kg 
Fenthion (MPP) 64% UL 殺虫剤  2,500 ㍑   
Phenthoate 50% EC 殺虫剤  7,500 ㍑  

出典：2KR調達実績DBより過去５ヵ年分を抜粋  

 
2KR 調達農薬の使用は、国家防除を基本としており、農村社会支援局動植物防疫係

（SPV）が農薬の受け入れ、在庫管理、配布、使用にかかる業務を一元的に管理している。
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除草剤等の一部の農薬については、SPV が実施する入札を通して流通業者または農民団体

に販売している。農薬は、中央倉庫から各地方の農薬倉庫に出庫した段階で農村整備機材

地方局の下部組織である防除基地の管理下に置かれ管理されるため、SPV は中央倉庫出庫

以降の農薬の管理や使用には関与していない。 

1985 年以降に 2KR 農業機械として大型建機等が調達され、灌漑施設建設公社に供給さ

れた。同公社は民営化され、建設会社として現在もこれらの建機を利用していると DAF

では話している。90 年以降もポンプや脱穀機等の各種農機が調達されており、農村支援

局農業機械課が流通配布業務を実施している。平成 15 年度の要請にある灌漑用小型ポン

プは、同課が中心となって、入札による供給販売を実施する計画である。 

 以上の実施機関及び配布担当機関の資機材配布監理・流通および資金管理体制の業務分

掌の経路を図 4-1-2 に示す。 

 

 

図 4-1-2 実施機関の業務分担図  

 
4-1-2 配布・販売方法（在庫状況のフォローを含む） 

（1）配布販売方法  

2KR 調達資機材のうち、国家防除で使用する農薬を除く全ての資機材は指名競争入札に

よって農業資機材流通業者または農民団体に販売されてきた。主要な農業資機材流通業者

は全国で 16 社程度存在し活動していると総務財務局で把握しており、全ての会社に対し

て数年毎に入札指名をして資機材を配分している。尚、以前は農業資機材流通に関する経

総務財務局 
2KR 要請 
2KR 資機材調達

見返り資金管理 

総務財務局 
肥料管理 
入札・販売 

大臣官房 
 政策・計画立案 
 監理・指導・助言

農業機械課 
 農機管理 
 入札・販売 

動植物防疫係 
 農薬管理・防除

 入札・販売 

農機販売業者 
農民組織・公社 

肥料販売業者 
農民組織・公社 

農薬販売業者 
農民組織・公社 

農民 

資機材流通

資金回収

監理指導 
資金積立銀行 
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験や実質的な流通手段および機能を持たない個人あるいは団体が入札に参加することも

あったが指名競争入札システムに変更して以来、実体のない個人や団体が入札に参加する

ことはなくなったと DAF では説明している。 

しかし、2003 年に実施された入札に参加した業者が必ずしも肥料の配給に実績のある

会社ばかりでなく、落札後他の流通業者への転売も行われている。  

肥料の横流しや転売、あるいは投機目的の買い占めを規制できる機能や強制の権限は

DAF にはなく、販売地域および販売価格については業者の自主判断に委ねられている。 

落札後、業者及び農民組織の代表は資機材の代金を DAF に支払い、同局から発給され

た資機材配布状を持って農業省の管理する倉庫あるいは委託倉庫に資機材を受け取りに

行く。倉庫での荷役料は実施機関側が負担して農民組織が自ら準備したトラックに積み込

み作業を行う。実施機関側の管理責任範囲は出庫時までであり、これまで実施機関が出庫

後の流通状況について調査したことはない。尚、倉庫における資機材の管理状況は、倉庫

管理者が倉庫台帳を用いて管理しており、在庫状況は逐次実施機関に報告されているため、

実施機関の在庫内容の把握は確実に行われている。 

資機材が倉庫から出庫された段階で、資機材の所有権は業者あるいは農民組織に移転さ

れ、業者の各地の販売店あるいは農民組織の倉庫に輸送される。農民は、販売店で資機材

を直接購入するか、農民組織経由で事前に注文した資機材を倉庫まで出向いて受け取る。

農民は販売店や農民組織の倉庫以降の輸送手段を確保しなければならない。販売店や、農

民組織から配達される場合もあるが、各地域の事情によって末端までの配布状況は異なる。 

以上で説明した 2KR 肥料配布販売流通の状況を一般の商業流通ルートとの比較を図

4-1-3 に示す。 
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（2）販売先  

総務財務局が 2003 年に肥料を配布した販売先リストを表 4-1-4 に示す。 

表 4-1-4 総務財務局の肥料卸販売先リスト  
販売量（トン） 販売先 

尿素 DAP 
Partenaire Agricole 400 200 
Toguna SARL 200 100 
Faso Djigui 400 200 
Diadié Bah 200 100 
Agri-2000 200 100 
GGB-SA 200 100 
Recoma 200 100 
SMIAS 200 100 
SIPAMA 200 100 
Ousmane Babalaye Dao 200 100 
Sourakata Diaby 200 100 
SOMAFERT 400 200 
Service SEMENCIER Ségou 30 15 
Commune de Tlenkour 64  
ARPASO 256 192 
ASSOCIATION BENKADY 250 250 
DELEGATION G. EXPL. O.N. 375 572 
Mohamed CISSE Séiiogué 5 5 
DNAMR (à titer gracieux) 60 60 
Asso, Rlziculteur DIORO 15 20 
Coop, Agri, YOLLO 12,450 7.55 
DAF MAEP 2 2 
Daye Amadia  35 
Séydina Oumar Dembélé 15 2 

出典：DAF 作成資料  
 

（2KR）
（商業輸入）

農業畜産漁業省 輸入業者
（卸売業者） CMDT 

灌漑地（稲作）
農民組織 

（販売）

小売業者 CMDT 
契約農民 

メンバー農家 

（販売）

一般農家 メンバー農家 

25% 

75% 
（販売）

図 4-1-3 肥料流通経路
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表 4-1-4 によると、尿素の業者への配分は、全体量の約 73%で、政府機関及び農民組織

への配分は 27%であることから、DAF の目標としている配分比率である業者 75%、農民

組織 25%にほぼ沿った割合で配分されている。しかし、DAP については、業者への配分

が 56%、農民組織への配分が 43%と農民組織への配分量が目標値を越えている。これは、

DAP が作物栽培の初期に元肥として利用されるため、肥料の到着時期に合わせてより効

果的な肥料の活用を図るため配分比率の重点を農民組織等に置いて配分したものとして

評価できる。 

 
（3）販売価格  

 業者への卸売は指名競争入札で行われる。業者指名の段階で、総務財務局は資機材の調

達にかかる費用と管理費用を加えたものに、民間流通市場価格を加味して指標価格を設定

して各入札業者に事前に提示している。2003 年の 2KR 肥料の卸販売価格の実績を表 4-1-5

に示す。 

表 4-1-5 総務財務局の肥料卸販売価格実績  
品名 価格 CFA/トン 
尿素 170,000.- 
DAP 180,000.- 

出典：DAF 作成資料 

 
 落札業者は、落札価格に輸送費、保管料、取り扱い諸経費と業者の利益を加えて資機材

の販売価格を決定している。尚、資機材の需給バランスによって販売価格は変動する。 

 マリ農業の一大生産拠点であるセグー市に所在する肥料販売会社 Faso Djigui の ON 地

域における肥料販売価格を表 4-1-6 に示す。  

表 4-1-6 肥料小売販売価格 
品名 価格 CFA/トン 
尿素 200,000.- 
DAP 230,000.- 

複合肥料 230,000.- 

出典：DAF 作成資料 

  
2003 年の場合、必要時期に在庫肥料が少なかったため、ON 管轄区域以外での尿素販売

価格は CFA 250,000/トンであった。同社の 2003 年の肥料取扱量は 17,800 トンで、「マ」

国全体輸入量の 11%に相当する。また、2KR 肥料の取扱量は 2,400 トンで、2001 年度の

2KR 調達量 6,839 トンの 35%であった。Faso Djigui 社は、肥料市場における占有率が高く、

「マ」国の肥料市場の価格形成に及ぼす影響力が極めて大きいことから、同社の販売価格

が地域全体の流通価格の指標となる場合が多い。 

現在「マ」国では物資供給の主要流通ルートである象牙海岸国の内戦の長期化に伴い
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「マ」国内の農業資機材が品薄となり、地域によっては価格の上昇が見られる。これまで

CMDT は、象牙海岸国からの流通ルートによる業者調達に依存していたが、2003 年はこ

のルートでの肥料調達に支障が生し、必要な時期に肥料の調達が行われなかったため、特

に綿作地域での肥料需給が逼迫し、市場での競合が発生したため、価格の上昇があったと

DAF では分析している。価格上昇の程度については不明であるが、内陸国である「マ」

国では、周辺諸国の政治的・経済的影響を受けやすい状況にあり、国内対策のみでは解決

が難しい。  

 
4-1-3 販売後のフォローアップ体制 
 販売後のフォローアップ体制について DAF は以下のように説明している。  

2KR 資機材配布について業者あるいは農民組織に販売した後の資機材のフォローアッ

プは DAF 及びその他の関連部局では実施しておらず、そのための体制も構築されていな

い。配布した資機材について重大な障害が発生した場合以外にはフォローアップのための

調査を実施することはない。また、配布後の資機材追跡調査を実施する場合でも、資機材

の種類毎の各担当部局が独自に実施するため、その活動内容は報告書としてとりまとめら

れてない。また、実施された調査の結果が DAF に報告されることもない。 

 DAF と資機材配布の担当各部局の実質的な担当業務範囲は、資機材配布のための入札

の実施、落札者の入金確認と出庫表の発行迄であり、落札業者は倉庫から肥料等の資機材

を受け取り、独自の流通・販売ルートで最終利用者に配布する。 

資機材出庫後の管理は落札業者の責任で行われ、農業資機材の利用に関する農民への必

要なサポートは各地方自治体が行政サービスとして実施しているが、各自治体においても

2KR 調達資機材の利用にかかるモニタリングシステムは構築していない。 

DAF は、日本側の要望によって、省内の既存組織を活用して可能な範囲で資機材販売

後の追跡調査を以下の体制で実施する。 

１．農業省の技術部局である農村整備機材中央局（DNAER）もしくは農村支援中央局

（DNAMR）の管轄区域毎に調査を実施する。 

２．調査の実施は郡レベルの農村支援整備機材部（SLACAER）が担当し、農民の氏名、

地域名、面積、作物、機材の種類、数量、購入価格の 7 項目を調査する。 

３．調査対象は供給量全量とする事を努力目標とする。  

４．調査結果のデータは各 DRAMER で集計し、2KR の効果と評価分析を行い記録する。 

５．本調査は平成 15 年度 2KR 資機材配布時に開始する。 

尚、「マ」刻側より、農業省の地方技術部局である DRAMER、DRAER は現在組織再編

中であり、場合によっては今後活動を停止する部署が出る可能性があるため、具体的な組

織再編方針が確定した後、再度、日本側と協議し、最終的なモニタリングシステムを決定

したいとする旨コメントがあった。 
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4-2 見返り資金の管理体制 
4-2-1 管理機関の組織、人員、予算等 

見返り資金の管理組織は実施機関と同じ農業畜産漁業省総務財務局 (DAF)が担当して

いる。農業畜産漁業省及び総務・財務局（DAF）の組織、人員、予算等の内容については、

前項の 4-1 において説明しているので、ここでの記述は省略する。  

同局の前局長は 2001 年に航空機事故のため亡くなり、2003 年に新局長が就任するまで

の間空席であった。2KR に関与している職員は局長以下、次長と担当官の 3 名である。同

局の主な業務は省内予算の計画策定と管理であり、2KR 監理のための予算という個別の項

目では計上されていない。 

 
4-2-2 積み立て方法、積み立て体制（ﾊﾞﾝｸｽﾃｰﾄﾒﾝﾄの提出を含む） 
 見返り資金の積み立てについて DAF では以下の様に説明している。 

資金の積み立ては、資機材を業者に販売した時点で担当部局に入金された代金を DAF

が各年度に個別に設ける銀行口座に入金して積み立て管理する体制で、1995 年以降は積

み立て義務額を達成している。 

口座の資金の移動及び使用に際しては、移動・使用毎に大臣の承認を受けて行っている。

2000 年までの積み立て状況を表 4-2-1 に示す。また、2KR 見返り資金口座の 2003 年 9 月

現在の銀行ステートメントを別添資料に掲載する。 

 

表 4-2-1 見返り資金積み立て状況 

年度

1991 300,000,000 336,830,353 44,487,433 44,487,433 0 13
1992 300,000,000 314,856,307 188,410,547 188,410,547 0 60
1993 350,000,000 497,659,140 147,281,681 147,281,681 0 30
1994 450,000,000 1,394,051,812 389,625,049 180,820,339 208,804,710 28
1995 350,000,000 830,542,300 830,542,300 723,370,674 107,171,626 100
1996 350,000,000 748,817,813 748,817,813 472,403,832 276,413,981 100
1997 350,000,000 677,911,202 677,911,202 677,911,202 0 100
1998 450,000,000 798,947,278 798,947,278 396,790,684 402,156,594 100
1999 450,000,000 997,770,456 977,770,456 460,000,000 537,770,456 100
2000 450,000,000 1,155,045,556 1,173,927,775 0 1,173,927,775 102
Total 3,800,000,000 7,752,432,217 5,977,721,534 3,291,476,392 2,706,245,142 77

積立て義務額
（FCFA）

E/N額（円）
積立て率
（%）

残額
（FCFA）

使用額
（FCFA）

積立て額
（FAFA）

 
出典：総務財務局 

 

4-2-3 見返り資金プロジェクトの選考と実施報告 
見返り資金プロジェクトは農業畜産漁業省の地方支局によって発掘・形成され、本省に
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要請書が提出される。本省の関係部局および大臣官房が事業内容を検討し、プロジェクト

案の概要を決定する。  

農業畜産漁業省内部で事業計画が決定すると外務省に計画案を送付し、外務省が日本大

使館と見返り資金プロジェクトの内容について協議し、大使館の承認を受ける。大使館の

承認後、農業大臣の承認が出され、DAF より必要な資金が見返り資金口座より当該プロ

ジェクトに支出される。 

これまでに実施された見返り資金プロジェクトの内容を表 4-2-2 に示す。 

 

表 4-2-2 見返り資金利用状況 

出典：総務財務局 
 
主に農村のインフラ整備事業、次いで畜産物屠殺場の建設事業が実施されている。見返

り資金プロジェクトの成果はそれぞれの実施機関によって報告されている。また、これま

で実施されたすべての見返り資金プロジェクトの進捗状況は定期的に実施される日本側

とのコミッティ協議の場で報告していると DAF では説明している。 

2003 年度は、旱魃被害を受けた地域において畜産飼料供給事業及び穀物種子増産配給事

業が行われた。これらの事業は継続中であり、成果についてはまとまっていないが、満足

できる成果が上がっていると農業省地方局（DNMER)セグー事務所長が説明している。 

 
4-2-4 外部監査体制 

DAF の説明によると、「マ」国内において 2KR 見返り資金を監査する政府機関は、財務

省監査と首相府パブリックサービス監査がある。財務省監査は、年に 1～2 回不定期、ま

た農業省内で財務上の問題が明らかになった場合には随時実施される会計・経理を主体と

した監査である。首相府パブリックサービス監査は、不定期に抜き打ちで実施され、資金

の積み立て・使用状況、2KR 資機材の管理状況、見返り資金プロジェクト事業内容、実施

状況、プロジェクト関係物品の管理状況等具体的な事業内容自体を監査する。  

実施
年度

使用額
（FCFA）

積み立て
2KR年度

プロジェクト名 担当機関 プロジェクト内容

1996 561,000,000 1991, 1992,
1993, 1994

Farabana整備 農業畜産漁業省 30haの稲作地整備

1997 433,132,674 1995 Mopti及びKaye平原
整備

農業畜産漁業省 灌漑地整備及びダム
建設

1997 140,238,000 1995 Koutiala屠殺場整備 農業畜産漁業省 近代屠殺場建設

1998 150,000,000 1995, 1996 Bewani調査 農業畜産漁業省・ON 500ha開発調査

1998 120,653,832 1996 Farababaポンプ購 農業畜産漁業省 ポンプ8台購入

1998 351,750,000 1996 植林整備 農業畜産漁業省 植林機材購入

1999 1,047,701,886 1997, 1998 Rétail815ha及び

Bewani615整備

農業畜産漁業省・ON 615ha水路掘削整備

2002 460,000,000 1999 屠殺場整備 農業畜産漁業省・OMBEVI 近代屠殺場建設
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上記の監査は、政府が行うもので、被監査組織からの費用負担はない。監査官が監査結

果を財務省に報告し、問題が発見された場合には被監査組織に対して改善のための提言が

なされる仕組みになっている。 

これまで農業畜産漁業省は 2KR の見返り資金積み立て及び利用に関して両方の監査を

受けているが、問題点はなく監査機関からの提言も受けていない。  

今後、「マ」国は、2KR 見返り資金の監査を定期的に実施し、民間監査会社に委託する

と発生する追加的な費用発生を抑えるため、上記の政府監査の定期的な実施を求め、監査

結果の報告書作成と提出を監査機関に求める考えである。 

 
4-3 モニタリング・評価体制 
4-3-1 日本側の体制 
（1）在セネガル日本大使館  

在セネガル日本大使館は「マ」国の他、周辺数カ国を兼轄しており、そのすべての国に

ついて年間 4 回の 2KR 協議に参加することは困難である。また、そのための予算もない。

また、交通・通信事情も悪く緊密なコミュニケーションが取りにくいため、モニタリング、

評価を含めた実施促進のためには、被援助国実施機関側のより確実な実施体制の確立が重

要であると判断している。 

 

（2）JICA セネガル事務所  

「マ」国での毎年１回開催されるコミッティ協議とは別に 2002 年に 2KR 及び見返り資

金プロジェクトに関する実施促進活動として、講習会を開催しており、2KR 及び日本の援

助について広報を兼ねた先方実施機関及びその関係者に対する人材育成活動を実施して

いる。 

将来的には、同国に派遣された農業関係の専門家による 2KR 実施促進およびモニタリ

ング評価等の業務へのアドバイスや関与も考えられる。  

2KR は、単独の資機材調達事業としてではなく、技術協力や各種の関連プロジェクトと

連携し複合的支援ツールとすることが望まれている。 

 
4-3-2 当該国の体制 

「マ」国における 2KR 資機材配布および活用にかかる実施促進、モニタリング、評価

については、実施機関である DAF が日本側との緊密な連絡の下に、最終的な責任を持ち

実施促進及び関連諸業務を実施する予定である。 

また、見返り資金の積み立ておよび利用事業を含め、既存地方組織の有効活用によるモ

ニタリング体制を確立する予定である。 

具体的には、農業畜産漁業省の地方組織である農村支援地方局（DNAER）および農村
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整備機材整備局(DNMER)の管理の下、DNMER が各地方に配布された 2KR 農業資機材の

モニタリング調査を実施する。調査結果は、農業畜産漁業省に提出され、そこで、集計と

分析、評価が行われ報告書にまとめて DAF に提出される体制とする予定である。 

2KR 資機材が特に零細農民に行き渡り、貧困問題の削減と食糧安全保障の確立に寄与す

る体制とする予定である。 

 
4-3-3 政府間協議会と 2KR 連絡協議会 

2KR による資機材調達業務及び見返りプロジェクトの効果的実施のため、毎年 1 回「マ」

国実施機関及び援助関係機関と日本国政府との間で 2KR 実施にかかる政府間コミッティ

協議を実施している。最近の本協議開催は、2003 年 1 月 22 日に「マ」国外務省において

実施された。同会議における主要議題は以下の通りであった。 

・ 2KR 調達資機材の配布、利用、在庫状況の確認 

・ 2KR 調達資機材の利用によって発生する効果、影響及びその評価 

・ 見返り資金の積み立て状況及び課題 

・ 見返り資金利用事業の進捗状況及び結果 

・ その他 

本調査団との協議において「マ」国側は、政府間協議の他に、四半期に 1 回、2KR 連絡

協議会を開催することに合意し、連絡協議会において政府間協議の議題に加え、モニタリ

ング体制及び進捗状況の報告、透明性の確保とステークホルダーとの意見交換状況等の事

項について意見交換を実施する予定である。  

 
4-3-4  ステークホルダーに対する説明機会の確保  

これまでのマスメディアによる広報と一方的な情報の発信のみでは、2KR の資機材の利

用者やその利害関係者からの声はくみ上げられることもなく、政策に反映されることもな

い。総務財務局は、今後実施される四半期毎の日本との定期協議の後、同協議の内容や決

定事項を、2KR の利害関係者に対して説明するための機会を持つ予定である。  

ステークホルダーへの説明や意見聴取の方法・体制などの詳細について、総務財務局で

検討した後、日本側との 2KR 協議の中でも話し合う予定である。 

 
4-4 広報 

総務財務局の説明によると、E/N 調印、2KR 資機材の「マ」国への到着等の機会に、総

務財務局はラジオやテレビ・新聞などのマスメディアを通して 2KR の広報に努めてきた。

また、今回の平成 15 年度 2KR 調査の実施に合わせ、調査状況を国民に知らせるため、複

数のジャーナリストによる取材を行い、テレビやラジオ、新聞、雑誌等にその内容を掲載

させ、広く国民にその状況を迅速かつ正確に伝え、2KR の理解と効果を高めるための広報
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に努力している。 
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第５章 資機材計画 
５－１ 要請内容の検討  
５－１－１ 要請品目・数量・対象地域と対象作物 

 

「マ」国が要請している品目・数量及びその対象地域・作物を表 5－1 に示す。 

 

表 5－1 要請品目・数量、対象地域と対象作物 

 要請品目 最終要請数量 
（当初要請数量）

対象地域 対象

作物

1 尿素 46％N 11,800t
（10,000t）

ニジェール河公社（ON）管轄地域、セグー米公社

（ORS）管轄地域及びサン、バギンダ灌漑地域公社

（OPIB）管轄地域、モプティ米公社（ORM）管轄地

域、トンブクトゥ州 (農村小規模灌漑地（PPIV）及

び農村灌漑地（PIV）)、ガオ州 (農村小規模灌漑地

（PPIV）) 、セランゲ地方開発公社（ODRS）管轄

地域、ラック オロ 

米、

トウ

モロ

コシ

2 DAP（18-46-0） 5,600t
（6,000t）

ニジェール河公社（ON）管轄地域、セグー米公社

（ORS）管轄地域及びサン、バギンダ灌漑地域公社

（OPIB）管轄地域、モプティ米公社（ORM）管轄地

域、トンブクトゥ州 (農村小規模灌漑地（PPIV）及

び農村灌漑地（PIV）)、ガオ州 (農村小規模灌漑地

（PPIV）) 

米 

3 灌漑ポンプ 30 台

（30 台）

ニジェール河デルタ地域 米、

野菜

4 ピックアップ ０台

（4 台）

― ― 

 

「マ」国の主要食用作物は、米、ミレット、ソルガム、トウモロコシである。これらのうち、ミレ

ット及びソルガムは肥料使用により単収は増加するが、農家にとっては農業資機材の投入に見合うだ

けの収入を得ることができない。降雨不足にある程度耐えられるミレット及びソルガムは、他の作物

が不作だったときでも食物に困らないよう自家消費用として栽培されている。したがって、「マ」国

政府は、営農的観点からより魅力のある米及びトウモロコシに対象を絞って、その増産に必要な肥料

及び揚水に使用する灌漑ポンプ、また、食用作物に対する病害虫予察及び監視に使用する車輌を要請

してきた。 

なお、「マ」国の 2004-2005 年度の農業計画については、2004 年 4 月に策定される予定であり、現

時点では、「マ」国全体としての生産目標は決定されていないが、2KR については、米、トウモロコ

シの主要生産地、その中でも特に貧困層に焦点をあてた計画を策定した。各品目毎の使用計画を以下

に示す。 

 

（１）肥料（尿素及び DAP） 

当初の要請段階では、予算額（E/N 額）を推定し要請数量を決めていたため、対象面積及び対象農

家数等の詳細な計画は立てていなかった。調査団が、「マ」国側に対して、対象面積、対象農家戸数、
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目標生産量といった具体的な数値に基づく計画を設定した上で要請内容を確定するよう申し入れた

ところ、表 5－2 に示す計画を調査団に提示した。施肥基準は、2001 年 12 月「マ」国農村経済研究

所（IER）発行の「マリ灌漑稲作技術シート（Fiche Technique des Variétés de Riz Irrigué au Mali）」及び

「マリトウモロコシ栽培技術シート（Fiche Technique le Maïs au Mali）」に記載してあるものを適用し

ている。しかしながら、農家数については正確な情報がなく、経験に基づき対象を選定していたため、

対象地域の正確な小規模農家数及び全農家数を調査するよう依頼した。その結果、「マ」国側は、全

農家数及び 1 軒あたりの平均耕地面積を調査し、その数値に基づき対象農家数を表 5－3 に示すとお

り変更した。 

 

表 5－2 ２KR 肥料使用計画（ミニッツ添付） 

尿素（稲作用）

対象栽培
面積(ha)

目標単収
(t/ha)

目標生産
量 (t)

施肥基準
(kg/ha)

必要数量

(kg)
a b c = a.b d e = a.d

ニジェール河公社管轄地域 6,000 5 30,000 7 210,000 200 6,000,000
セグー米公社管轄地域及びサン 4,000 2 8,000 4 32,000 200 1,600,000
バギンダ灌漑地公社管轄地域 1,000 2 2,000 7 14,000 200 400,000
モプティ米公社管轄地域 4,000 2 8,000 4 32,000 200 1,600,000
トンブクトゥ州 (農村小規模灌漑地、農村灌漑地) 3,000 2 6,000 7 42,000 200 1,200,000
ガオ (農村小規模灌漑地) 2,000 1 2,000 7 14,000 200 400,000
計 20,000 56,000 344,000 11,200,000

DAP （稲作用）

対象栽培
面積(ha)

目標単収
(t/ha)

目標生産
量 (t)

施肥基準
(kg/ha)

必要数量

(kg)
a b c = a.b d e = a.d

ニジェール河公社管轄地域 6,000 5 30,000 7 210,000 100 3,000,000
セグー米公社管轄地域及びサン 4,000 2 8,000 4 32,000 100 800,000
バギンダ灌漑地公社管轄地域 1,000 2 2,000 7 14,000 100 200,000
モプティ米公社管轄地域 4,000 2 8,000 4 32,000 100 800,000
トンブクトゥ州 (農村小規模灌漑地、農村灌漑地) 3,000 2 6,000 7 42,000 100 600,000
ガオ (農村小規模灌漑地) 2,000 1 2,000 7 14,000 100 200,000
計 20,000 56,000 344,000 5,600,000

尿素（とうもろこし用）

対象栽培
面積(ha)

目標単収
(t/ha)

目標生産
量 (t)

施肥基準
(kg/ha)

必要数量

(kg)
a b c = a.b d e = a.d

バギンダ灌漑地公社管轄地域 750 2 1,500 5 7,500 150 225,000
セランゲ地方開発公社管轄地域 750 2 1,500 5 7,500 150 225,000
ラック　オロ 500 2 1,000 5 5,000 150 150,000
計 2,000 4,000 20,000 600,000

地域名 対象農家
規模(ha)

対象農家
数（戸）

地域名 対象農家
数（戸）

対象農家
規模(ha)

地域名 対象農家
数（戸）

対象農家
規模(ha)
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表 5－3 ２KR 肥料使用計画（調査後） 
尿素（稲作用）

対象農
家数
（戸）

全農家数
（戸）

対象農
家割合

対象栽培
面積(ha)

目標単
収(t/ha)

目標生
産量 (t)

施肥基
準(kg/ha)

必要数量

(kg)
a b c=a/b d e f = d.e g h = d.g

ニジェール河公社管轄地域 12,000 26,435 45% 2.50 30,000 7 210,000 200 6,000,000
セグー米公社管轄地域及びサン 5,000 19,025 26% 1.60 8,000 4 32,000 200 1,600,000
バギンダ灌漑地公社管轄地域 2,439 2,973 82% 0.82 2,000 7 14,000 200 400,000
モプティ米公社管轄地域 4,060 18,523 22% 1.97 8,000 4 32,000 200 1,600,000
トンブクトゥ州 (農村小規模灌漑地、農村灌漑地) 12,000 23,310 51% 0.50 6,000 7 42,000 200 1,200,000
ガオ (農村小規模灌漑地) 2,000 2,000 100% 1.00 2,000 7 14,000 200 400,000
計 37,499 92,266 41% 56,000 344,000 11,200,000

DAP （稲作用）

対象農
家数
（戸）

全農家数
（戸）

対象農
家割合

対象栽培
面積(ha)

目標単
収(t/ha)

目標生
産量 (t)

施肥基
準(kg/ha)

必要数量

(kg)

a b c=a/b d e f = d.e g h = d.g
ニジェール河公社管轄地域 12,000 26,435 45% 2.50 30,000 7 210,000 100 3,000,000
セグー米公社管轄地域及びサン 5,000 19,025 26% 1.60 8,000 4 32,000 100 800,000
バギンダ灌漑地公社管轄地域 2,439 2,973 82% 0.82 2,000 7 14,000 100 200,000
モプティ米公社管轄地域 4,060 18,523 22% 1.97 8,000 4 32,000 100 800,000
トンブクトゥ州 (農村小規模灌漑地、農村灌漑地) 12,000 23,310 51% 0.50 6,000 7 42,000 100 600,000
ガオ (農村小規模灌漑地) 2,000 2,000 100% 1.00 2,000 7 14,000 100 200,000
計 37,499 92,266 41% 56,000 344,000 5,600,000

尿素（とうもろこし用）

対象農
家数
（戸）

全農家数
（戸）

対象農
家割合

対象栽培
面積(ha)

目標単
収(t/ha)

目標生
産量 (t)

施肥基
準(kg/ha)

必要数量

(kg)

a b c=a/b d e f = d.e g h = d.g
バギンダ灌漑地公社管轄地域 852 899 95% 1.76 1,500 5 7,500 150 225,000
セランゲ地方開発公社管轄地域 920 1,962 47% 1.63 1,500 5 7,500 150 225,000
ラック　オロ 1000 1,000 100% 1.00 1,000 5 5,000 150 150,000
計 2,772 3,861 72% 4,000 20,000 600,000

地域名 対象農
家規模

(ha)

地域名 対象農
家規模

(ha)

地域名 対象農
家規模

(ha)

 
（２）灌漑ポンプ 

DNAER/MAEP は灌漑ポンプの需要を表 5－4 に示すとおり算出している。 

 
表 5－4 灌漑ポンプの需要 

地域名 
地区名 

稲 作 農

家 グ ル

ープ数 

使 用 対

象 面 積
(ha)a 

稼 動

台 数
b 

平均稼動

時 間 (hr 
/day/台) 

平均稼動

日数(day 
/year/台) 

稼 動 面

積  (ha/
台)c 

稼動面積

計 (ha)d=b
×c 

需 要 面

積(ha) 
e=a-d 

需 要

台数 
f=e/c 

ニジェー

ル河デル

タ地域 

9,000 180,000 3,646 8 180 20 72,920 107,080 5,354

 

5,354 台の需要があるが、小規模農民支援という観点から対象を総栽培面積 30ha 以下の農民グルー

プとし、そのうち 30 グループが購入するという計画のもと、30 台の要請をした。農家は通常複数の

作物を栽培しているため、一般的に灌漑ポンプは稲作のためだけではなく、野菜栽培にも使用される。 

要請の灌漑ポンプは、ディーゼルエンジン、口径：2 インチ、揚程：20m、吐出量：40L/sec と非常

に小型のものであり、中小農民を対象とした仕様となっている。 

DNAER/MAEP では、アクセサリー部品を含め 100 万 FCFA（約 20 万円）以内であれば、多くの購

入希望者がいると予測している。市場価格より販売価格を安くし、小規模農民支援の一環とする計画

である。 

 

（３）車輌 

農薬基地に配備し、主に病害虫の予察及び監視に使用するためのピックアップ 4 台が当初要請され
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た。しかし、多目的に使用される可能性があること、各農薬基地に少なくとも 1 台以上の既存車輌が

あるため現時点で新たに車輌を調達する妥当性が低いことを「マ」国側に説明したところ、「マ」国

側は同品目を要請から削除した。 

 

５－２ 選定品目･数量とその判断基準 
 
（１）肥料（尿素及びDAP） 
 （ア）品目の妥当性 

要請されている尿素（46％N）は水に溶けやすい速効性の窒素質肥料である。窒素質肥料の中で窒

素の成分含有率が最も高く、土壌を酸性化する副成分を含まない特徴がある。主成分の尿素態窒素は、

土壌中でアンモニア態窒素（NH4-N）に変化し、速やかに硝酸態窒素（NO3-N）に変わって作物に吸

収される。一般的にどのような作物に対しても使用されており、「マ」国に農業において、最も使用

される肥料であり、稲作においては追肥として使用される。 

また、同時に要請されている DAP（リン酸第二アンモニウム）は水に解けやすいため、その窒素・

リン酸の肥効は速効性が高いが、尿素・硫安・塩安の窒素質肥料と比較してあまり窒素が流亡しない、

土壌を酸性化する危険性が少ないなどの特徴がある。また、リン酸含量が極めて高いためリン酸固定

力の強い土壌には有効である。リン酸系の基本的肥料であり、「マ」国においては、稲作の基肥とし

て使用されている。 

したがって、両品目とも、作物の成長に欠かせない肥料といえる。 

 

（イ）対象地域・対象作物の妥当性 

ニジェール河公社（ON）管轄地域、セグー米公社（ORS）管轄地域（San を含む）、バギンダ灌漑

地域公社（OPIB）管轄地域、モプティ米公社（ORM）管轄地域、トンブクトゥ州の農村小規模灌漑

地（PPIV）及び農村灌漑地（PIV）、ガオ州の農村小規模灌漑地（PPIV）の稲作及びバギンダ灌漑地

域公社（OPIB）管轄地域、セランゲ地方開発公社（ODRS）管轄地域、ラック オロ地域のトウモロ

コシ栽培を対象としている。 

①ニジェール河公社（ON）管轄地域 

灌漑稲作を中心にニジェール河公社（ON）管轄地域で要請数量の約 50％を使用する計画となって

いる（表 5－3 参照）。同地域における肥料の使用量は 1998－1999 年には 12,541t（DAP4,325t、尿素

8,216t）であったのが、2001－2002 年には 18,951t（DAP6,330t、尿素 12,621t）に伸びており、増加傾

向にある。ニジェール河公社（ON）管轄地域におけるサイト調査では、農民からは、2KR に対する

感謝の意の表明とともに、業者を通して販売する量を減らし、農民が直接アクセスできる割合を増や

してほしいとの要望があった。同地域では、入札を行い肥料を調達している農民グループもあるほど

農民の組合活動が活発であり、資金繰りも順調なことから、2KR 肥料を業者を介して購入するより、

DAF／MAEP より直接大量に購入してより安く調達したいとの希望が強い。ニジェール河公社（ON）

管轄地域では、年間約 40 万 t（2000－2001 年）の米を生産しており、「マ」国全体の米生産量の 50％

以上を担っている。 

②セグー米公社（ORS）管轄地域（San を含む） 

セグー米公社（ORS）管轄地域は、ニジェール河公社（ON）管轄地域と同じ Ségou を中心として
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いるが、灌漑整備が不十分であるという点でニジェール河公社（ON）地域と異なる。また、セグー

米公社（ORS）管轄地域は、米だけでなく、ミレット・ソルガム・野菜（タマネギ、トマト等）の生

産量も多くニジェール河公社（ON）管轄地域に比べ、多岐にわたる作物栽培が行われている。2KR

肥料購入に際しては、セグー米公社（ORS）が農民からの要望をまとめ、DAF／MAEP に伝えること

となっている。但し、支払いに関しては、セグー米公社（ORS）は関与せず、農民が DAF／MAEP

に対し直接行うこととなっている。米、野菜栽培には肥料を使用している農民が多く、需要は高い。

同地域では、年間約 3 万 t（2000－2001 年）の米を生産している。 

③バギンダ灌漑地域公社（OPIB）管轄地域 

バギンダ灌漑地域公社（OPIB）管轄地域は、1982 年、1986 年及び 1988～1990 年に実施された「バ

ギンダ農業開発計画」によって整備された灌漑地域であり、主に米・トウモロコシ・野菜・ミレット・

ソルガム（自家消費用）の栽培を行っている。2KR 肥料購入に際しては、バギンダ灌漑地域公社（OPIB）

が農民からの要望をまとめ、DAF／MAEP に伝えることとなっている。但し、支払いに関しては、バ

ギンダ灌漑地域公社（OPIB）は関与せず、農民が DAF／MAEP に対し直接行うこととなっている。

同地域のいくつかの農民グループは通常 2KR の肥料を購入しているが、2001（平成 13）年度調達 2KR

肥料に関しては、農民側の肥料購入のための資金繰りがスムーズにいかなかったため、他の地域で全

調達数量が売り切れてしまい、2KR 肥料を購入できた農民はいなかった。同地域での一般肥料販売

価格は、DAP 12,500FCFA／50kg 袋、尿素 12,000FCFA／50kg 袋であるが、2001（平成 13）年度 2KR

肥料は、DAP  9,000FCFA／50kg 袋、尿素 8,500FCFA／50kg 袋であり（Bamako 倉庫価格。輸送費は

含まない。）、首都 Bamako から近く輸送費が安い同地域にとっては、一般販売価格より安価な 2KR

肥料に対する需要は非常に高い。 

④モプティ米公社（ORM）管轄地域 

モプティ米公社（ORM）管轄地域は、灌漑は未整備であるものの、ニジェール河の水資源が豊富

な地域であり、Mopti 全体として年間 10 万 t（2000－2001 年）の米が生産されている。肥料の消費量

は他地域に比べて非常に少ないが、交通網が整備されていないこと、首都から離れていること、農民

の活動が組織化されていないこと等から、肥料へのアクセスが非常に難しいためと思われる。 

⑤トンブクトゥ州 

トンブクトゥ州については、年間約 5 万 t（2000－2001 年）の米が生産されている。現在、「マ」

国政府による灌漑整備が進行中であるため、今後稲作生産が増える可能性が高い。対象は同地域の農

村小規模灌漑地（PPIV）と農村灌漑地（PIV）であり、小規模ながらも灌漑が整備されている地域で

ある。肥料の消費量は他地域に比べて非常に少ないが、交通網が整備されていないこと、首都から離

れていること、農民の活動が組織化されていないこと等から、肥料へのアクセスが非常に難しいため

と思われる。 

⑥ガオ州 

ガオ州においては、年間約 3 万トン（2000－2001 年）の米が生産されている。対象は同地域の農

村小規模灌漑地（PPIV）であり、小規模ながらも灌漑が整備されている地域である。肥料の消費量

は他地域に比べて非常に少ないが、交通網が整備されていないこと、首都から離れていること、農民

の活動が組織化されていないこと等から、肥料へのアクセスが非常に難しいためと思われる。ガオ州

は、「マ」国の中で最も食糧が不足している地域であり、一人当りの入手可能年間穀物量は、「マ」国

平均が 166.8kg であるのに対し、27.3kg しかない（1986～1996 年平均）。食糧増産を図るためにも、
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農民支援の一環として、2KR 肥料の対象地域としている。 

⑦セランゲ地方開発公社（ORRS）管轄地域 

セランゲ地方開発公社（ODRS）管轄地域の面積は、約 3,000ha で、灌漑稲作、トウモロコシ栽培

が行われている。セランゲには電力ダムがあり、給水が比較的コントロールされている地域である。

シカソ州に位置するが、ニジェール河上流地域公社やマリ繊維開発公社によって管轄されていないた

め、公社からの支援がなく、農業資機材へのアクセスが難しい。 

⑧ラック オロ地域 

ラック オロ地域の面積は、約 20,000ha で、稲作、トウモロコシ、ミレット、ソルガム、野菜栽

培が行われている。作物の集約化を図っており、特に、二期作を行っているトウモロコシ栽培に力を

いれている。首都から離れている上、農民の活動が組織化されておらず、農業資機材へのアクセスが

難しい地域である。 

 

以上説明したとおり、ニジェール河公社（ON）管轄地域、セグー米公社（ORS）管轄地域、バギ

ンダ灌漑地域公社（OPIB）管轄地域の肥料需要は高い。また、モプティ米公社（ORM）管轄地域、

トンブクトゥ州、ガオ州においては、肥料消費量はまだ少ないものの、潜在的需要は高く、今後肥料

等の農業資機材の投入を強化することにより食糧の増産が期待できる地域である。また、セランゲ地

方開発公社（ODRS）管轄地域、ラック オロ地域は、農民の組織的活動が未発達であり、一般市場

で流通している肥料へのアクセスが難しいため、農民に対する支援が必要な地域である。したがって、

それらを対象地域とすることは妥当と思われる。また、対象作物についても、いずれの地域も稲作又

はトウモロコシ栽培が主流であり、輸出も行っていないため妥当と思われる。 

 

（ウ）対象農民規模の妥当性 

平均農家規模が 0.5～2.5ha であるなか、10ha 以上を所有する大規模農家は非常に限られていると

推測でき、農民の大多数が小規模農家であると思われる。したがって、対象地域のほぼ全農家が対象

農民となりうる。「マ」国は、対象農家数を、各地域毎の対象面積を平均農家規模で割り算出した（表

5－3 参照）。 

 

（エ）綿花栽培への流用の可能性 

要請数量は、「マ」国の年間肥料消費量約 11.5 万 t（2001－2002 年）のうち、約 15％にあたる。「マ」

国における肥料の大部分は、「マ」国南部のマリ繊維開発公社及びニジェール河上流地域公社が管轄

する綿花栽培地域で使用されているが、同地域での資機材購入は、組織化されており、マリ繊維開発

公社が管轄地区の農民の需要量をまとめ、国際入札をかけて肥料を調達している。ニジェール河上流

地域の管轄する綿花地帯ではそれに加え、組織された農民グループが民間肥料輸入会社を相手に入札

を行い、肥料を調達することもある。また、綿花栽培の中心地であるシカソは、2KR 肥料保管倉庫

があるバマコ及びセグーから離れており、公社を通じて独自にに購入できる環境がある中、高い輸送

費を負担して、一般価格より若干安いだけの肥料を同地域に運ぶものがいるとは考えにくい。インタ

ビューした範囲内でも、2KR 肥料が綿花栽培地域で使用されているというコメントはなかった。シ

カソで調査を行っていないため、実態は確認していないが、2KR で調達された肥料が対象地域では

ない綿花栽培地域に流れる可能性は低いと思われる。 
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（オ）生産目標 

表 5－3 に示す目標単収は、適切な施肥実施だけではなく、灌漑整備、集約化（土地に投下される

資本と労働力を増やす）、害虫防除、好天候等の条件が整うことにより、実現可能となる目標数値で

ある。単収目標が達成されれば、「マ」国全体として、表 5－4 に示す量を確保できる。 

表 5－4 ２KR 肥料による目標生産量（対消費量比） 
 目標生産量 （t）a 2001 年消費量 （t）b 対消費量比（％）a/b 備考 
米 （籾）344,000

（精米）206,400
（精米）638,000 32 籾→精米：60％

トウモロコシ 20,000 392,000 5  
 
 

（カ）民間セクターとの関係 

 民間セクターとの兼ね合いについては、綿花栽培地域が最大のマーケットであること、また 2KR

肥料の約 70％は民間業者が参加できる入札によって販売されることから、2KR 肥料が民間業者の育

成を妨げていないといえる。今回の現地調査時に、大手肥料取り扱い業者 4 社に対しインタビューし

たところ、2KR 肥料が民間市場に悪影響を与えているという意見は聞かれなかった。 

 

（キ）施肥基準の妥当性 

  「マ」国農村経済研究所（IER）は土壌にあわせ、作物毎の経済的施肥基準を規定しており、稲

作については DAP 100kg/ha 及び尿素 200～250kg/ha、トウモロコシについては播種時尿素 50kg/ha、

発芽後 30 日に尿素 100kg/ha の施肥を推奨している。「マ」国の作成した 2KR 肥料使用計画でも、同

施肥基準に基づき要請数量を算出しており、「マ」国の近隣国と比べても、妥当な施肥基準であると

思われる。 

 

（ク）在庫 

調査時点で、Bamako の OXIGAGE 倉庫に 39 袋（1.95t）の在庫が確認されたが、購入を希望して

いる農家が代金を支払わないため保管されているとの説明があった。保管料及び管理費は一括して支

払っているため、DAF／MAEP にとってはその保管・管理のための追加出費はないが、購入予定者か

らの支払いが 2003 年中にないようであれば、別な農家に販売する予定である。12 月からは乾期作も

始まるため、肥料の需要も高くなり、本在庫が長期化する恐れはないと思われる。 

 

（ア）品目の妥当性、（イ）対象地域・対象作物の妥当性、（ウ）対象農民の妥当性、（エ）綿花栽

培への流用の可能性、（オ）生産目標、（カ）民間セクターとの関係、（キ）施肥基準の妥当性、（ク）

在庫 を総合的に検討した結果、要請の品目、数量は適当であると判断する。本肥料が適切に配布・

使用されれば、食糧増産目的に有効に使用されるものと思われる。 
 
（２）灌漑ポンプ  

要請の灌漑ポンプは、ディーゼルエンジン、口径：2 インチ、揚程：20m、吐出量：40L/sec である。

中小農民を販売対象とした、非常に小型のものである。ガソリンポンプの方が安価ではあるものの、
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対象地域は、首都へのアクセスの悪いニジェール河デルタ地域であるため、機材本体自体は高いが、

安価かつ地方で入手しやすい燃料であるディーゼルエンジンタイプが選定されている。 

対象は、稲作農家であるが、通常農家は稲作だけでなく野菜栽培等も行っているため、実際には稲

作及び野菜栽培の両方に使用されることとなる。特に、乾期における野菜栽培においては、灌漑ポン

プの需要は高い。ニジェール河デルタ地域における灌漑ポンプの需要は、必要とされる面積から逆算

すると 5,354 台あると DNAER／MAEP は算出している（表 5－3 参照）。2001 年 8 月、DNAMR／MDR

（現 MAEP）発行の「2001／2002 年度農業計画報告書（Rapport Plan Agricole 2001/2002）」では、営

農状況も視野に入れ、地域毎の需要調査（表 5－5 参照）を行っており、同地域の需要は計 377 台と

見込んでいる。また、2003 年 9 月に策定された「マリ農業機械支援国家計画（Programme National 

d’Appui à l’Equipement Agricole du Mali）」においても、灌漑ポンプは「マ」国北部の食糧安全保障を

確保するものとして、その重要性が唱えられている。 

 

表 5－6 灌漑ポンプの需要量（2001 年／2002 年） 

州名 現存台数 需要台数  
カイ 234 38  
クリコロ 44 52  
シカソ 14 調査せず  
セグー 110 50
モプティ 279 104
トンブクトゥ 618 88
ガオ 914 135

対象地域に

おける需要

台数 377 

キダル 10 21  
バマコ 調査せず 調査せず  
合計 2,223 488  

（出展：2001／2002 年度農業計画報告書（Rapport Plan Agricole 2001/2002）） 

 

過去 2KR で調達したポンプが「マ」国内で一般に流通していなかったメーカーの製品であったた

め、スペアパーツの入手に購入希望者が不安を覚え、購入を手控え売れ行きが悪かったことがあった。

しかしながら、入札条件としてメーカーの代理店がマリ国にあることを課せば、スペアパーツ供給体

制はある程度保証されるものと思われる。 

ニオノでの農民へのインタビューにて、過去 2KR のポンプを 600,000FCFA で購入し、活用してい

る農民がいるとのコメントがあった。一般市場で購入すれば、3,000,000FCFA することもあり、2KR

の恩恵を受けているとの説明があった。 

以上、検討した結果、要請の仕様、台数は妥当であり、維持管理の面からも問題はないと思われる。

販売価格を農民の購入できる価格かつ一般市場を著しく脅かさない価格に設定し、公正に販売すれば、

灌漑ポンプは貧困層の手にわたり、食糧増産目的に有効に使用されるものと思われる。 

 
  以上の検討の結果、最終的な選定品目及び数量は表5－6のとおりとなる。 
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表5－7 選定品目および数量 

品  名 選定数量  

尿素 46% N   11,800 t 

DAP （18-46-0）  5,600 t 

灌漑ポンプ 30 台 
 

 

５－３ 調達計画 

５－３－１ スケジュール案  

  

「マ」国は、肥料の到着時期を需要にあわせ、2004 年 5～9 月と希望していたが、資機材を 2004

年 9 月までに到着させることは非常に困難であることを説明した。それに対し、「マ」国からは、2004

年 9 月に間に合わない場合は、2005 年 4 月の到着を希望するとの回答があった。 

灌漑ポンプについては農繁期前の 2 月から 3 月を希望している。平成 15 年度 2KR が「マ」国に実

施された場合、2005 年 2 月から 3 月に到着させることは可能である。 

作物 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ミレット

トウモロコシ

ソルガム

米（主作期）

米（第二期作）

凡例： 播種/作付
収穫  

図５－１ 作物別栽培カレンダー 

（出典：FAOホームページ） 

 

 

５－３－２ 調達先国、原産地国 

これまで「マ」国に対して実施された2KRでは、主にヨーロッパ製の肥料が調達されてきた。今

回の調査時に、「マ」国の一般市場ではセネガル、コートジボワール製の肥料が流通しているため、

調達適格国として現在のDAC諸国に加え、セネガル、コートジボワール製を加えることを提案した。

しかしながら、農民からは、ヨーロッパ製の2KR調達肥料は近隣国製の肥料に比べ肥効がよいと農

民に賞賛されていることから、DAF／MAEPとしては、購入単価が断然安くなるという保証がない

限り、国として扱う肥料は、品質の高いヨーロッパ製に限定したいとの回答があった。セネガル、

コートジボワール製の肥料も、2KRで調達しているヨーロッパ製の肥料と同じ量の有効成分を含ん

でいるはずであるが、「マ」国において品質検査を行っていないため、確実に規定の成分量を含んで

いるか確認することはできない。また、出荷前に第三者による成分検査をし、規定された仕様に合
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致しているか確認することはできるが、あくまでもサンプリングであり、全ての調達肥料が仕様に

合致していることを確認することは不可能である。「マ」国が品質に重点を置くことを重視している

ことから、現時点では従来どおりの調達適格国（DAC諸国）とするが、今後、競争性確保のために

も、セネガル、コートジボワールの肥料メーカーの生産体制、品質管理体制を確認した上で、それ

らが2KRに参入できる方向で進めるほうが望ましいと考える。 

灌漑ポンプについては、「マ」国において流通しているヨーロッパ製又は日本製を希望している。

灌漑ポンプを所有している農民へインタビューした結果、メーカーは Yanmar製又は Honda製であり、

日本メーカーが台頭している。したがって、調達適格国は、DAC 諸国が望ましい。 
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第６章 総括  

6－1 団長所感 

(1)問題意識 

（ア）新たな取り組み 

今次調査団は、従来の現地調査（約 3 年に一度）が将来の供与を検討するための資料収集

を中心とした調査（調査結果はあくまで 2KR の供与を判断する基礎資料）であったのに対

し、①平成 15 年度より本調査団の派遣なしには供与の可能性はないこと、②調査団が平成

15 年度供与の可否につき調査結果を基に判断すること、といった点で新たな取り組みであ

った。 

また、今次調査団の報告が、平成 15 年度の 2KR の供与判断に資されるため、報告書の結論

明確にするため、「2KR 調査表 9.本年度の供与の可否」で調査団としての明確な判断を下し

た。 

 

（イ）問題意識 

「マ」国において 2KR の実施を検討するにあたり、考慮すべきこととして、次の 2 点が

挙げられる。第一に、食糧増産が安定的に図れる地域がニジェール河流域の灌漑地域に限

られていることである。「マ」国では約 3％の人口増加率に対応するため、食糧増産を継続

していくことが食料安全保障上重要な課題となっているが、2000 年時点では「マ」国の灌

漑地域は灌漑可能面積 1/4 程度しかない。他方、天水依存農業地域では収穫が降雨量により

大きく左右されるため資機材投入効果が安定せず、資機材購入の頻度・量が非常に限られ

ている。PRSP にも優先事項として、保全および農業利水施設の改善が掲げられており、見

返り資金プロジェクトにより灌漑施設整備等が実施されている。 
第二に、害虫の被害により収穫量が大きく左右されることである。本年度から環境への

悪影響を重視する観点から農薬の調達に係る資金協力は行わない方針が日本政府により決

定されているが、「マ」国に対しこの点を十分説明し理解を得ることが重要であった。 
 

(2)調査方針 

以上を踏まえ、調査方針は以下のとおりとした。 

①農業の現状及び 2KR の実施体制を正確に調査する。 

②現状に基づいた公正な分析をおこなう。 

③日本国民及び「マ」国民に対する説明責任重視し、客観的なデータを可能な限り収集す

る。 

④見返り資金の積み立て状況を確認する。 

⑤透明性の確保。 

調査団より、「マ」国関係者に「今次調査の外部公開」を申し入れ了解を取り付けた。従っ

て、本報告書は、所用の手続を了し次第、公表することとなる。  
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（ウ）調査手法 

「2KR 実施の計画手法にかかる基礎研究」をもとに、各章について次のような調査手法を採

用した。 

①第 2 章及び第 3 章においては、可能な限り広範なグループに対するインタビューと統計

数字による裏付け収集（多数意見の聴取と実績重視）。 

②第 4 章においては、過去及び現在の実施体制を踏まえ現実的の実施体制の把握とその問

題点の明確化（現状を踏まえた現実的なアプローチ）。 

③第 5 章においては、要請書をベースに今次調査団の調査を踏まえ、調査期間中に被援助

国側と要請品目・数量、ターゲットグループ、対象地域ついての再度の協議を通じて、資

機材計画を策定[妥当性のある資機材配布とする]。 

 

(3) 供与の必要条件 

 2002 年 12 月「抜本的な見直し方針」発表に伴い、外務省はこれを担保するもととして、

平成 15 年度 2KR 供与の判断に際し、今次調査団において「供与の必要条件」として次の 3

条件を提示した。 

（ア）見返り資金の公正な管理、運用のための外部監査の義務付けと見返り資金の小農支

援事業、貧困対策事業への優先的な使用。                                           

（イ）モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に１度の

意見交換会の制度化。 

（ウ）現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の２ＫＲへの参加機会の確

保。 

 以上 3 つの条件について、「マ」国農業・畜産・漁業省に申し入れ、了解を取り付けた。 
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(4)マリへの供与に係る判断 

2KR 調査評価表 

1 国名 マリ 

2 要請資機材カテゴリー 肥料、灌漑ポンプ 

3 基礎情報  

FAO 食糧不足認定国である。(*1) ○ 

国際収支または財政が赤字である。 ○ 

無償援助基準国である。(*2) ○ 

 

基礎食糧の自給が達成されていない。 ○ 

4 要請資機材の必要性（ニーズ）と効果  

要請資機材の投入は、被援助国政府の農業開発政策（計画）に適合している。 ○ 

要請資機材に対する需要が認められる。 ○ 

これまでの 2KR 供与による効果が認められる。 ○ 

 

被援助国政府および裨益農家（農業企業体）より本プログラムは高く評価されてい

る。 

○ 

5 資機材の管理  

被援助国政府機関による管理・配布体制が構築されている。 ○ 

上記管理・配布体制が健全に機能している。 ○ 

調達資機材のモニタリングを実施している。 △ 

 

調達資機材在庫がない（在庫はあるが配布計画があり不良在庫とならない状況も

含む）。 

○ 

6 見返り資金積み立てについて  

見返り資金の積み立てが良好である。 ○ 

見返り資金積立および管理体制が構築されている。 ○ 

上記管理体制が健全に機能している。 ○ 

積み立てた見返り資金を有効活用し、広報に努めている。 ○ 

 

外部監査を既に導入しているか導入する計画である。 ○ 

7 プログラム管理・広報  

 ２国政府間でコミッティを開催している（年１回）。 ○ 

今後連絡協議会を実施することに同意している（原則 4 半期に 1 回）。 ○ 

2KR 資機材の広報活動をしている。 ○ 

 

ステークホルダーに対する参加機会を確保することに同意している。 ○ 

8 その他  

 民間市場の阻害は認められない。 ○ 

 小農支援または貧困対策の配慮がなされている。 △ 

9   本年度の供与の可否                                      ○ 

注： (*1) 過去 2 年間（2001 年または 2002 年）の FAO 食糧不足認定国 

(*2) US$1,445 以下 

 
記入要領 

評価基準 

評価項目を十分満たしている。 ○ 

評価項目を十分満たしていないが、改善の方策をとっている。 △ 

評価項目を満たしていない。 × 

                                                          
[注]「評価一覧表」は「食糧増産援助評価の手引き」（平成４年外務省作成）をもとに今次
調査団が新規に作成したもの。 
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（エ）供与の可否 

 調査団は、平成 15 年度における食糧増産援助の「マ」国に対する供与は、上記評価一覧

表で明らかなとおり「望ましい」と判断する。その根拠は報告書各章に詳細記述したとお

りであるが、右判断に至った主要ポイントは以下の通りである。 

①調達資機材の適切な使用 

 過去、2KR で供与した資機材のうち、今回供与の対象となる灌漑ポンプに関し不良在庫と

なっているものはなかった。肥料については約 2 トンの在庫が確認されたが第 5 章で記載

したとおり供給過多によって発生した在庫ではなく短期間の内に販売される予定であるこ

とが確認された。 

②実施能力と実施体制 

 実施機関である農業省では、調達された資機材を指名競争入札にかけ、流通業者および

農民団体に販売している。現時点では農業省は販売後の農業資機材管理を行っていないた

め、資機材投入効果を定量的に把握できていないが、同省の各地方局を活用することによ

り、調査団との合意事項である 2KR 効果のモニタリングを実施することに問題はないと判

断される。 

③要請品目・数量算定の根拠 

 調査の結果、「マ」国の要請数量の根拠となる対象農家数の算定方法が統計に基づいたも

のではなく、農業省で調達する農業資機材の全体量を設定した後、2KR 要請数量を決定し、

地域毎に対象農家数を振り分けているものであることが判明した。しかしながら、対象地

域のひとつである ON 管轄地域における肥料使用実績が 1998～1999 年で尿素 8,216 トン、

DAP4,325 トン、2001～2002 年で尿素 12,621 トン、DAP6,330 トンと増加傾向にあり、ON

地域向けの肥料の要請数量は尿素 6,000 トン、DAP3,000 トンと最新の使用実績数量を下回

っている。また、対象地域のほぼ全てが灌漑地域であり、今後も灌漑地域の拡張が推進さ

れていくと予測される。 

灌漑ポンプに関しては、「マ」国政府が 2001 年に実施した需要調査の結果 377 台の需要

が見込まれており、2KR 要請数量である 30 台の灌漑ポンプの需要はあると判断された。 

従って、「マ」国の要請数量は資機材の不足が生じることはあっても在庫が発生する量で

はないと判断される。 

④見返り資金の積立および使用 

 1995 年度 2KR 以降の見返り資金の積立は 100％を達成している。また、見返り資金の

使用にあたっては、事前に在セネガル日本大使館との協議を経ており、使用目的も農業

分野の開発が中心となっていることから、「マ」国の見返り資金積立・使用状況は極め

て良好と判断される。 
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6－2 「マ」国の２KR に係る留意事項 

(1)農民組織化および資機材流通体制の強化による小農支援の推進 

 小規模農家は資金調達能力が限られており、農業資機材を安定的に購入することは不

可能である。また、資機材流通経路から外れた農村では需要があっても資機材を購入す

ることは困難である。現在農業省では、農業及び農村開発のための計画策定や技術指導

を推進しており、右に加え国内の資機材流通体制強化に資する計画を策定・実施するこ

とが望まれる。 

 

(2)害虫・害鳥対策 

 マリではバッタや害鳥が恒常的に発生し、農作物の収穫に深刻な影響を与えている。

サヘル地域の他国も同様の問題を抱えているが、現状、害虫、害鳥に対する最も効果的

な対策は農薬の散布しかない。本調査団は前述のとおり、農薬の供与は原則行わない旨

説明し、「マ」国も了解しているが、FAO や GTZ との協議の際に話題になった通り、サヘ

ル地域における農業には害虫・害鳥の防除が不可欠であり、最小限の農薬は必要と判断さ

れる。しかし、バッタには広範囲を移動する種があり、農薬の量を国単位で算定すると多

国間を移動するバッタの数量を重複して加算する可能性があるため、正確な必要数量を国

単位で算定することは困難である。また、農薬を使用するのは一般農民であり、農薬の使

用方法・取り扱い等について技術的に支援することが必須である。 

今後のモニタリングを通じ、害虫･害鳥の被害が「マ」国の食料安全保障に大きな悪影響

を与えることが確認された場合、サヘル地域の国が加盟する国際組織等を対象にした農薬

の調達と右取り扱いにかかる技術指導を組み合わせた協力方式の実現可能性を検討する必

要が生じる可能性がある。 
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